
・弁護士などの法律委員
・建築、土木などの技術委員
・行政経験者などの一般委員

委　員

調　　停 仲　　裁

（主　　張）

　建設工事紛争審査会は、工事に雨漏りなどの欠陥（瑕疵）があるのに補修してくれない、工事代金を支払って
もらえないといった建設工事の請負契約を巡る紛争の解決を図る機関で、中央（国土交通本省）と各都道府県
に置かれています。（建設業法第25条）

中央審査会
（国土交通本省）

各都道府県審査会

●当事者の一方又は双方が国土交通
　大臣許可の建設業者の場合
●当事者の双方が建設業者で、許可
　した都道府県知事が異なる場合

●当事者の一方のみが建設業者で
　都道府県知事許可の場合
●当事者の双方が建設業者で、許可
　した都道府県知事が同一の場合など

（主　　張）

（証　　拠）

３９

担　　当　　部　　局 住　　　　　　所

あっせん

（証　　拠）

電話番号

鳥取県 県土整備部　県土総務課 〒680-8570　鳥取市東町１－２２０ ０８５７－２６－７６７６

国土交通省　総合政策局
建設業課　紛争調整官室

〒100-8918
千代田区霞ヶ関２－１－３

０３－５２５３－８１１１中　央

審査会名

島根県 土木部 土木総務課 〒690-8501　松江市殿町８ ０８５２－２２－５１８５

岡山県 土木部　監理課 〒700-8570　岡山市北区内山下２－４－６ ０８６－２２６－７４６３

広島県 土木局　総務管理部　土木総務課 〒730-8511　広島市中区基町１０－５２ ０８２－５１３－３８１３

（注）①審査会は、建設業者を指導監督したり技術的な鑑定を行う機関ではありません。
　　　②不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争な
　　　　どは取り扱うことができません。

山口県 土木建築部　監理課 〒753-8501　山口市滝町１－１ ０８３－９３３－３６２９

　　建設工事紛争審査会とは問　２１

建設工事の請負契約をめぐる紛争

申請

受理

審理 被申請人申請人

紛争解決へ

建設工事紛争審査会事務局の住所・電話番号一覧（中国管内関係分）


